
 

令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小） 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条  令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）公募型プロポ

ーザル実施要領（以下「実施要領」という。）は、流山市（以下、「市」という。）

が実施する夏休みこども教室事業運営業務について、市の業務を受託し得る能力を

有する民間事業者の中から、最も優れた知識・能力、運用力等を有する者を公募型

プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）により契約の優先交渉者を選定す

るもの。 

 （業務委託の範囲） 

第２条  市の意向に沿った夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）として、流山

市立向小金小学校において、学習活動や体験活動のコーディネーター業務及び運営

を行うこととする。 

 （委託契約期間） 

第３条  業務委託の受託者との契約期間は、契約日の翌日から令和８年９月３０日までと

する。 

 （委託金額の上限） 

第４条  委託期間における委託金額の上限は、総額２，６５５，０００円（消費税及び地

方消費税を含む）とする。 

 （委託料の支払い） 

第５条  契約金額の支払いは、業務終了後一括払いとする。 

 （優先交渉権者決定基準） 

第６条  市は、最も優れた提案を行ったプロポーザル参加者（以下「参加者」という。）

を決定するための方法及び評価基準を示し、参加者の行う提案の具体的な指針とし

て、別紙のとおり優先交渉権者決定基準を定める。 

 （公募型プロポーザル審査会の設置） 

第７条  市は、前条に規定する優先交渉権者決定基準に基づき優先交渉権者を決定するた

め、公募型プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

 （周知） 

第８条  プロポーザルを行うときは、次に掲げる事項を明示するものとする。 

（１）令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）公募型プロポー

ザル実施要領 

（２）令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）募集要項 

（３）令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）仕様書 

（４）優先交渉権者決定基準 



（資格要件） 

第９条  参加者に必要な資格は、令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託

（向小金小）公募型プロポーザル募集要項のとおりとする。 

（応募） 

第１０条 プロポーザルに参加しようとする事業者は、次に掲げる書類を作成し、郵送ま

たは持参により提出するものとする。 

（１）令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）公募型プロポー

ザル参加申込書（第１号様式） 

（２）受託実績調書（第２号様式） 

（参加資格の確認） 

第１１条 市は、プロポーザルの応募者（以下「応募者」という。）の参加資格を確認する。 

（プロポーザル参加資格の通知） 

第１２条 前条により適格とされた応募者（以下「参加者」という）に対し、電子メール

で参加許可及びプレゼンテーションの日程を通知する。 

（質問の受付） 

第１３条 市は、応募者及び応募しようとする事業者からの提案書作成等に係る質問事項

については、令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）の

応募に関する質問（第３号様式）により受け付け、市のホームページにより回答す

る。 

（提案書等の作成と提出） 

第１４条 参加者は、次に掲げる書類（以下「提案書等」という。）を作成し郵送又は持参

により提出するものとする。 

（１）令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）公募型プロポー

ザル提案書（第４号様式） 

（２）令和８年度流山市夏休みこども教室事業運営業務委託（向小金小）見積書及び見積

金額内訳書（第５号様式） 

（プレゼンテーションの実施） 

第１５条 提案書等が提出された後、市が指定する日時により参加者はプレゼンテーショ

ンを実施する。 

（プロポーザルの途中辞退） 

第１６条 参加者は、申し出によりプロポーザル実施日前日までプロポーザルの参加を辞

退することができる。 

２ プロポーザル辞退の申出は、公募型プロポーザル参加辞退届（第６号様式）を作成し、 

郵送又は持参により提出するものとする。 

（審査及び基準） 

第１７条 審査会は、参加者が提案書等の内容等に関するプレゼンテーションを行った後、



参加者から提出された業務提案を優先交渉権者決定基準に基づき審査する。 

２ 提案書等の提出が１件のみであった場合でも、プレゼンテーションにより審査し、市 

が定める最低基準を満たしている場合においては、その者との契約に何ら支障がない

ものとする。 

３ 前項の最低基準とは、本要領第６条により定めた優先交渉権者決定基準の評価点数が 

６７点以上とする。 

（優先交渉権者の決定及び通知） 

第１８条 審査会は、各委員の審査結果を踏まえ、優先交渉権者を決定する。 

２ 審査の結果、最高得点を獲得した者が複数出た場合は、審査会の協議により優先交渉 

権者を決定する。 

３ 市長は、優先交渉権者に対し、速やかに公募型プロポーザル選定結果通知書（第７号 

様式）により通知する。 

（非選定結果の通知） 

第１９条 市長は、優先交渉権者以外の参加者に対し、速やかに公募型プロポーザル非選

定結果通知書（第８号様式）により通知する。 

２ 審査結果に関する異議、問い合わせ等は一切受け付けないものとする。 

（業務委託契約） 

第２０条 市長は、優先交渉権者と契約締結の交渉を行い、契約内容を決定し、流山市財

務規則（昭和６１年流山市規則第１２号）等に基づき、業務委託契約を締結する。 

２ 受託者は、円滑に受託業務を行うことができるように自らの責任において準備を行う。 

（失格条件） 

第２１条 応募者、参加者、優先交渉権者又は受託者に、次に掲げる事由が生じた場合は、

プロポーザルの応募、参加、優先交渉権者又は受託者の決定を取り消すこととす

る。 

（１）提出方法、提出場所、提出期限等に合致しないもの。 

（２）提案書等の作成等に係り、虚偽の内容等の不正行為が認められた場合。 

（３）記載すべき事項の全部、又は一部が記載されていないもの。 

（４）仕様書の条件を満たしていないもの。 

（５）見積り金額が第４条に定める委託金額の上限を超えた場合 

（６）関係法令を遵守しなかった場合 

（７）その他、審査会が不適格と認めたもの。 

（次順位者の繰上げ） 

第２２条 市長は、優先交渉権者に委託契約を履行することが出来ない何らかの事由が発

生した場合は、プロポーザルにおいて次順位以下となった応募業者のうち、評価

が上位であった者から順に業務委託についての交渉及び契約を行うことができる

ものとする。 



 

（受託者及び審査結果等の公表） 

第２３条 受託者名及び審査会における審査結果は、市ホームページにて公表する。 

（事務局） 

第２４条 プロポーザルに係る事務局は、学校教育部指導課に置く。 

（１）事務局（書類提出先） 

 〒２７２－０１９２ 

 流山市平和台１丁目の１番地の１ 

 流山市役所 

 流山市教育委員会学校教育部指導課 

（２）電 話 ０４－７１５０－６１０５ 

（３）Ｅメール shidou@city.nagareyama.chiba.jp  

（その他） 

第２５条 本件に関し、事業者から提出された関係書類等は、本件以外の目的では使用し

ない。 

２ 本件調達に関し、本市から受領又は閲覧した資料等は、本市の了解なく公表又は使

用できない。 

 

  附則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年３月２４日から施行する。 

 


